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可児市市長公室秘書広報課 

0574-62-1111 内線3324 

６月開催予定日時 

６月 24 日（金）午前 10 時～ 



月　日 曜日 開始時間

代表質問受付開始（8:30）

14日 土

15日 日

17日 火 代表質問(大項目)締切（16:00)

18日 水

19日 木

20日 金 　請願・陳情受付締切（正午）

21日 土

22日 日

9:00

議運終了後

全協終了後

24日 火

25日 水

26日 木

9:00

本会議終了後

28日 土 休会

29日 日 〃

30日 月 〃

31日 火 〃 　全国市長会

6月1日 水 〃 　全国市長会

2日 木 〃

3日 金 〃

4日 土 〃

5日 日 〃

6日 月 〃

7日 火 〃

8日 水 9:00

9日 木 9:00

10日 金 （9:00）

11日 土 休会

12日 日 〃

13日 月 9:00

14日 火 9:00

15日 水 9:00

16日 木 9:00

17日 金 休会

18日 土 〃

19日 日 〃

20日 月 〃

21日 火 〃 討論締切（正午）

22日 水 （9:00）

9:00

本会議終了後
23日 木

　本会議（委員長報告・採決・閉会）

　議会運営委員会

　議会運営委員会（予備日）　　　　　　　 　議運・次第書打合せ（13時又は議運終了後）

　予算決算委員会

　総務企画委員会

　建設市民委員会

　教育福祉委員会

　議運(予備日)打合せ（13:00）

　水防訓練

議案質疑、委員会質疑締切（正午）

　次第書打合せ（13:00）

　本会議（一般質問） 　※全ての一般質問
終了後、　議案質疑
及び議案付託を行い
ます。

　本会議（一般質問）

　本会議（一般質問予備日）

27日 金
　本会議（開会・提案）

　広報部会

　特別功労者表彰式

　広聴部会 

　議案配布（8:30）
　全国市議会議長会

代表質問・一般質問締切（11:00）

　次第書打合せ（13:00）
　一般質問執行部提出(14:00)
  ※代表質問･一般質問通告一覧表は
　とりまとめ後公表

　全国伝統工芸品振興市議会協議会

一般質問受付開始（8:30） 　中濃十市議会議長会

　招集告示
　議運・全協打合せ（13:00）

23日 月

  議会運営委員会　 　　　　　　　 

　議会全員協議会

　議会報告会

16日 月

5月13日 金

令和４年（2022年） 可児市議会第３回定例会（バラ議会）　会期日程
会期　28日間

内　　　　容 備　　　　考
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令和４年（2022年）第３回可児市議会定例会提出議案説明書 

 

議案第38号  令和４年度可児市一般会計補正予算（第２号）について 

 

議案第39号  可児市議会議員及び可児市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 (1)  改正趣旨 

   公職選挙法施行令の改正に伴い、選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及びポスタ

ーの作成に係る公費負担の限度額を引き上げるため、改正するもの。 

 (2)  改正内容 

【第２条第１号】自動車を使用する場合の候補者１人当たりの公費負担の額につい

て、１日当たりの限度額を26,895円から27,225円に引き上げる。 

【第２条第２号、第５条】ビラを作成する場合の候補者１人当たりの公費負担の額に

ついて、ビラ１枚当たりの単価を７円51銭から７円73銭に引き上げる。 

【第２条第３号、第６条】ポスターを作成する場合の候補者１人当たりの公費負担の

額について、ポスター１枚当たりの単価を1,300円から1,331円に引き上げる。 

【第４条第１項第１号】一般運送契約により自動車を使用する場合の候補者１人当た

りの公費負担の額について、１日当たりの限度額を26,895円から27,225円に引き上

げる。 

【第４条第１項第２号】一般運送契約以外の契約により自動車を使用する場合の候補

者１人当たりの公費負担の額について、１日当たりの自動車の借入れに係る金額の

限度額を11,850円から12,075円に、１日当たりの燃料代金の限度額を5,670円から

5,775円に、それぞれ引き上げる。 

 (3)  施行日／公布の日 

 

議案第40号  可児市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 (1)  改正趣旨 

地方税法等の改正に伴い、改正するもの。 

 (2)  改正内容 

【第１条】可児市税条例の一部改正 

【第８条の２】納税証明書の交付に係る手数料の徴収について、当該証明書に住所

に代わる事項を記載したものの交付を含むこととする。 

【第19条第４項、第６項、第21条の２第１項、第２項、付則第18条第２項、付則第

24条の２第４項、付則第24条の３第４項、第６項】個人の市民税の課税方式を所

得税の課税方式と一致させるため、確定申告書に記載された課税方式を個人の市

民税に適用することとする。 

【第23条の２第１項】地方税法の改正に伴い、公的年金等受給者の市民税申告義務

について、配偶者特別控除に係る引用条項等を改める。 
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【第23条の３の２第１項】給与所得者の扶養親族申告書について、記載事項に配偶

者の氏名を追加する。 

【第23条の３の３第１項】公的年金等受給者で特定配偶者を有する者は、扶養親族

等申告書を提出しなければならない旨を追加するとともに、扶養親族申告書の記

載事項に特定配偶者の氏名を追加する。 

【付則第７条の３の２第１項】住宅借入金等特別税額控除について、居住年を令和

７年まで延長するとともに、令和20年度分の市民税まで適用することとする。 

【付則第29条】改正後の付則第７条の３の２第１項に含まれるため、削除する。 

【第２条】可児市税条例の一部を改正する条例の一部改正 

【第23条の３の３】第１条の改正に伴い、規定を整備する。 

 

 (3) 施行日／令和５年１月１日 

第１条中第19条第４項及び第６項、第21条の２第１項及び第２項、第23条

の２第１項ただし書並びに第36条の７の改正規定並びに付則第18条第２

項、第24条の２第４項並びに第24条の３第４項及び第６項の改正規定並び

に附則第３条第３項の規定は、令和６年１月１日 

第１条中第８条の２の改正規定及び附則第２条の規定は、令和６年４月１

日 

 

議案第41号  可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 (1)  改正趣旨 

  新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国

民健康保険税を引き続き減免するため、改正するもの。 

 (2)  改正内容 

  【付則第17条第１項】新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ

る場合等における国民健康保険税の減免について、令和５年３月31日までの間に納

期限が定められている国民健康保険税について適用する。 

 (3)  施行日／公布の日 

 

議案第42号  可児市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 (1) 改正趣旨 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、改正するもの。 

 (2) 改正内容 

  【別表第11項第９号～第12号】長期優良住宅維持保全計画の認定及び変更の認定に係

る申請に対する審査の認定対象、添付書類及び手数料の額について、規定を追加す

る。 

 (3) 施行日／令和４年10月１日 
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議案第43号  可児市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

 (1)  改正趣旨 

国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、当該基準

を参酌して改正するもの。 

 (2)  改正内容 

【第６条第１項】保育所、幼稚園及び認定こども園（以下「連携施設」という。）に

ついて、用語の意義をそれぞれ規定する。 

【第６条第２項、第３項】家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設

の確保が著しく困難である場合について、小規模保育事業Ａ型事業者等の確保をも

って当該連携施設の確保に代えられる緩和措置を規定する。 

【第６条第４項、第５項】利用乳幼児に係る当該保育の提供の終了に際し、満３歳か

らの受入先連携施設の確保が著しく困難である場合について、事業所内保育事業所

等の確保をもって当該連携施設の確保に代えられる緩和措置を規定する。 

【第16条第２項第３号】家庭的保育事業者が行う食事の提供について、家庭的保育者

の居宅で保育を提供する家庭的保育事業を行う場合に限り、保育所等から調理業務

を受託している事業者のうち、市長が適当と認めるものから食事の外部搬入ができ

る規定を追加する。 

【第45条第２項】連携施設の確保にあたって、保育所型事業所内保育事業を行うもの

で、満３歳以上の児童を受け入れている事業所については、連携施設の確保を不要

とする規定を追加する。 

【第49条】デジタル化の推進に伴い、家庭的保育事業者等及びその職員が記録、作成

等を行うもので、書面等によることが規定又は想定されているものについて、電磁

的記録により行うことができることを追加する。 

 (3)  施行日／公布の日 

 

議案第44号  可児市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 (1)  改正趣旨 

   新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介

護保険料を引き続き減免するため、改正するもの。 

 (2) 改正内容 

【付則第７条第１項】新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ

る場合等における介護保険料の減免について、令和５年３月31日までの間に納期限

が定められている介護保険料について適用する。 

 (3) 施行日／公布の日 
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議案第45号  可児市特定用途制限地域における畜舎の制限に関する条例の制定について 

 

 (1) 制定趣旨 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第52条第１項に基づき、特定

用途制限地域内における畜舎の用途を制限するため制定するもの。 

 (2)  制定内容 

  【第４条第１項】広見東部において、公益上やむを得ないと認める場合等を除き、畜

舎の用途を制限する。 

  【第４条第２項】公益上やむを得ないと認める場合等で畜舎の建築を許可する（以下

「特例許可」という。）場合においては、あらかじめ、利害関係を有する者の出頭

を求めて公開により意見を聴取するとともに、可児市建築審議会（以下「審議会」

という。）の同意を得なければならない旨等を規定する。 

  【第５条】一定の範囲内において増改築する場合の既存の認定畜舎に対する制限の緩

和について規定する。 

  【附則第２条】可児市建築審議会設置条例の一部改正 

   【第２条】審議会が審議する事項に可児市特定用途制限地域における畜舎の制限に

関する条例第４条第２項に規定する特例許可の同意に関する事項等を追加する。 

 (3)  施行日／公布の日 

 

議案第46号  監査委員の選任について 

 

 令和４年６月27日に任期満了となる現委員の狭石雅登さんの後任を選任することについ

て、議会の同意を求めるもの。【地方自治法第196条第１項】 

氏  名 住  所 

間瀬 暢宏 可児市長坂 

 

議案第47号  請負契約の締結について 

 

 可児御嵩インターチェンジ工業団地（第一工区）造成その１工事を請け負わせるもの。

【可児市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条】 

（契約方法）事後審査型制限付き一般競争入札 

（契約金額）436,700,000円 

（相 手 方）横山・協和・山岡特定建設工事共同企業体 

代表構成員 横山工業株式会社 代表取締役 横山 英樹 

       構成員   株式会社協和建設 代表取締役 若宮 禧雄 

       構成員   株式会社山岡興業 代表取締役 山岡 潔 

（工 期）議決日～令和６年２月29日 
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議案第48号  請負契約の締結について 

 

 可児御嵩インターチェンジ工業団地（第一工区）造成その２工事を請け負わせるもの。

【可児市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条】 

（契約方法）事後審査型制限付き一般競争入札 

（契約金額）381,260,000円 

（相 手 方）中濃・可茂道路・丸重産業特定建設工事共同企業体 

代表構成員 株式会社中濃 代表取締役 義村 晃 

       構成員   株式会社可茂道路 代表取締役 荒屋 慎二 

       構成員   丸重産業株式会社 代表取締役 小池 重信 

（工 期）議決日～令和６年２月29日 

 

議案第49号  請負契約の締結について 

 

 可児御嵩インターチェンジ工業団地（第一工区）造成その３工事を請け負わせるもの。

【可児市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条】 

（契約方法）事後審査型制限付き一般競争入札 

（契約金額）526,900,000円 

（相 手 方）アイギ・小池・市原特定建設工事共同企業体 

代表構成員 株式会社アイギ 代表取締役 川口 道夫 

       構成員   小池土木株式会社 代表取締役 小池 秀治 

       構成員   市原産業株式会社 代表取締役 市原 俊享 

（工 期）議決日～令和６年２月29日 

 

○提出議案数／予算１ 条例７ 人事１ 契約３ 合計12 
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履歴書／監査委員の選任（議案第46号関係） 

 

 

間瀬
ま せ

 暢
のぶ

宏
ひろ

さん（65歳） 略歴 

 

 

平成28年７月から 

平成29年７月まで 岐阜北税務署長 

 

平成29年８月から 税理士事務所開業 



1  総括表

備   考

30,150,000 千円 155,000 千円 30,305,000 千円 第２号

59,312,800 千円 155,000 千円 59,467,800 千円

2  一般会計の主な内容

【歳入】

(1) 国庫支出金 155,000 千円

① 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

【歳出】　　　
(1) 子育て世帯生活支援特別給付金事業 155,000千円

・ 国の物価高騰による総合緊急対策により、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対する支援として特別給付金を給付するための補正

総         計

会        計       名 補正前予算額 補正額 補正後予算額

　一 般 会 計  

令和 ４ 年度 ６月補正予算の概要 〔第３回市議会定例会（5/27）提出〕

記者発表資料（5/25）
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新型コロナワクチン接種  

４回目 追加接種の接種体制について －可児市－ 

 

〇事 業 期 間 ： 令和４年５月下旬～令和４年９月 30日 

           （事業期間に関しては、接種期間が延長された場合同様に延長する） 

 

〇接種対象者 ： ア）３回目の接種を完了した 60歳以上の方 

イ）３回目の接種を完了した 18歳以上 60歳未満の基礎疾患を 

有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者の 

うち、接種を希望するもの 

 

〇市内対象者数 ： 40,000人（見込み） 

           

〇接 種 間 隔 ： ３回目接種した後、５か月経過後 

 

【１】接種計画                            

 

※5月 11日時点 VRS接種記録使用 基礎疾患対象者数は接種者数の 10％と想定 

 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

６０歳以上 138 1,379 21,171 7,630 428 

基礎疾患 61 176 230 1,371 817 

接種対象者数累計 199 1,555 21,401 9,001 1,245 
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５月 ６月 ７月 ８月 ９月

60歳以上 基礎疾患 接種対象者数累計

    令和４年５月 25 日（水） 14：00～  
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【２】当面のスケジュールと内容                                

 

令和４年５月１０日   市議会臨時会（補正予算） 

 

令和４年５月２１日   可児医師会員による４回目追加接種 説明 

（14:30～総合会館 5階） 

 

令和４年５月２３日   市議会 議会全員協議会 

 

令和４年５月２３日   基礎疾患の申請受付開始 

 

令和４年５月２４日   基礎疾患の申請案内はがきを発送（対象者：約 17,900人） 

おまかせ先行予約 申請案内を発送（対象：約 32,000人） 

 

令和４年５月２５日   定例記者会見 

 

令和４年６月 １日   コールセンター設置 

 

令和４年６月 ３日～  接種開始①（令和４年１月末までに３回目の接種をした方） 

            ＜接種対象者＞ 

・３回目接種時に医療従事者や高齢者施設に従事する 60 歳以上や 

基礎疾患等を有する方 

             ・高齢者施設入所者 

＜接種会場＞ 

・東可児病院又は、可児とうのう病院、各高齢者施設 

 

令和４年７月 上旬   接種開始②（令和４年２月１日以降に３回目の接種をした方） 

             ＜接種対象者＞ 

・一般の 60 歳以上や基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高 

いと医師が判断した方 

 ＜接種会場＞ 

・集団接種（市保健センター）、個別接種会場（病院、診療所など） 
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【３】 基礎疾患等を有する者などの把握                  

（18歳以上 60歳未満で、基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が 

認める者） 

 

１）申請方法： ⅰ）Ｌｏｇｏフォームで、申請していただく。      

          https://logoform.jp/form/JZuZ/92305 

         

ⅱ）電話（0570-033-203）にて申請していただく。 

 

２）申請方法の案内   

対象者全員に、申請方法を案内します。 

ⅰ）案内はがきを発送 

   ３回目接種を完了した 18歳以上 60歳未満の者全員に、案内はがきを発送 

      第１便：5/24（火）  

３回目接種を R4.3.31までに完了した約 17,900人 

      第２便：7/1（金） 

   ３回目接種を R4.4.1以降に完了した方 

  ⅱ）広報かに 6/1号で案内 

  ⅲ）市ホームページで案内 

 

【参考：案内はがきの見本】 
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【４】 予約の方法と『おまかせ先行予約』の実施                  

 

◆接種の予約方法 

市で一括して予約管理を行い、予約専用電話（コールセンター）とＷＥＢシステム 

で受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆おまかせ先行予約 

 １）内 容 

予約が難しい方やワクチンの種類、接種会場にこだわりのない方などで、４回

目の接種を希望する方は、『おまかせ先行予約申請書（はがき）』を市に提出する

ことで、市が接種日や接種する医療機関を指定（予約）し、予約確定通知書で、

その日時、場所をお知らせします。 

 

 ２）対 象 ： 令和４年３月３１日までに３回目の接種を完了した 60歳以上の方 

 

 ３）今後の予定 

令和４年５月 24日（火） 返信用はがき付き案内を郵送（約 32,000人） 

令和４年６月 ８日（水） 返信用はがきの申請締切（必着） 

 

                 ・・・割り当て作業・・・ 

 

令和４年６月 20日（月） 予約確定通知書を発送 

              本人に日時及び接種医療機関をお知らせします。 

令和４年７月 上旬～   指定された医療機関で接種 

 

 

 

 

 

予約専用電話：９：００～１８：００（日曜日を除く） 

 

０５７０－０３－３２０３（日本語案内）  

０５７０－０８－０５８８（外国語案内） 

※外国語案内は 7月以降の設置を予定している。 
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【参考：おませ先行予約 申請書の見本】 
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【参考：おませ先行予約 案内チラシ（申請書に同封する）】 
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【５】接種券の発送                         

原則、３回目の接種完了後、５か月を経過した者に、順次接種券を送付します。 

 

 〇一般高齢者等接種券発送スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【６】接種体制                          

１）集団接種会場  

◆市保健センター 

ア）接種人数：最大 180人/回（土曜日：午後  日曜日：午前・午後） 

イ） 医療体制： 

‣１回あたり医師２名、看護師２名を予定しています。 

‣当番制でお願いします。後日、当番表にて協力を依頼する予定です。 

 ‣謝礼（前回同額）  医師：66,000円/回  看護師：16,500円/回  

ウ）ワクチンの種類：武田／モデルナ社製 

         

２）個別接種会場  

◆市内医療機関 24医療機関(予定）   

★接種医療機関ごとワクチン供給の基本的な考え方 

間違え接種を防止する観点から、原則として１医療機関に１種類のワクチ

ンの取り扱いとさせていただきます。 

 

病院・集団接種（市保健センター） → 武田／モデルナ社製 

診療所、クリニック        → ファイザー社製 

３回目接種日 対象人数 接種券発送日 

12/1～ 1/ 1 150 5月 30日 

1/ 2～ 1/ 8 140 6月 6 日 

1/ 9～ 1/15 440 6月 13日 

1/16～ 1/22 370 6月 20日 

1/23～ 1/29 420 6月 27日 

1/30～ 2/ 1 710 6月 29日 

2/ 2～ 2/ 4 1,800 7月 1日 

2/ 5～ 2/ 8 3,820 7月 6日 

2/ 9～ 2/11 2,130 7月 8 日 

2/12～ 2/15 3,400 7月 13日 

2/16～ 2/22 5,720 7月 20日 

2/23～ 2/28 3,750 7月 26日 
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○４回目 追加接種 実施医療機関（予定）         （五十音順） 

 医療機関 所在地 ﾓﾃﾞﾙﾅ ﾌｱｲｻﾞ その他 

1 Akiなかむらクリニック 坂戸  ●  

2 あんどうクリニック 下恵土  ●  

3 今井内科 今渡  ●  

4 奥村皮フ科 今渡  ●  

5 梶の木内科医院 川合  ●  

6 可児さとう内科 土田  ●  

7 可児とうのう病院 土田 ●  〇 1.2.3回目(※2) 

8 可児市保健センター 下恵土  ●   

9 キッズクリニックありす 中恵土  ●  

10 こんどう内科クリニック 羽崎  ●  

11 桜ケ丘クリニック 桜ケ丘  ●  

12 酒向産婦人科 今渡  ●  

13 杉山こどもクリニック 下恵土  ●  

14 たかぎ内科 土田  ●  

15 武市クリニック 今渡  ●  

16 たなかハートクリニック 今渡  ●  

17 西可児医院 帷子新町  ●  

18 濃成病院 広見 ●   

19 はたのクリニック 下切  ●  

20 東可児病院 広見 ● 〇 3回目(※2) 

21 ひまわりファミリークリニック 坂戸  ●  

22 藤掛内科 兼山  ●  

23 藤掛病院 広見 ●   

24 堀澤医院 広見  ●  

25 わかやまクリニック 瀬田  ●  

 

※1 上記以外で、実施医療機関となることを希望される場合は、別途ご相談ください。 

 

※2 初回接種（1.2回目）、追加接種（3回目）について 

*令和 4年 6月下旬まで 

・「東可児病院」と「可児とうのう病院」でお願いします。（ファイザー社 

製ワクチンも使用しています。） 

 *令和 4年 7月以降 

・診療所、クリニックの一部の医療機関に依頼する予定です。（後日調整） 
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【７】ワクチンの供給量（国→市）と供給時期               

 

●ファイザー社製                               

6/13頃 : 第１ｸｰﾙ、５箱    5,850回分 

6/27頃 : 第 2 ｸｰﾙ、５箱＋5V   6,000回分   合計 11,850回分 

                

●武田/モデルナ社製                *1 ﾊﾞｲｱﾙ 15回換算        

6/13頃  ： 第 1 ｸｰﾙ 76箱   11,400回分 

    6/27頃 ： 第 2 ｸｰﾙ 76箱   11,400回分 

    7/11頃 ： 第 3 ｸｰﾙ  59箱    8,850回分 

    7/25頃 ： 第 4 ｸｰﾙ 65箱    9,750回分   合計 41,400回分 

 

合 計 ： ５３，２５０回分   

                    

 

【８】接種費用単価等の継続                        

 

・接種費用単価 

税込 2,277円 → 変更無し 

 

・時間外等加算相当分 → 変更無し 

時間外：税込  803円（2,277円→3,080円） 

休 日：税込 2,343円（2,277円→4,620円） 

 

・適用期間 → 変更無し 

上記の接種に伴う単価、加算については、令和４年９月末までの接種に適用 

 

・個別接種促進支援 

ァ） 診療所・クリニックにおいて、概ね 2か月の間に週 100回以上（150回 

回以上）の接種を 4週以上行った場合、接種 1回当たり 2,000円加算 

（3,000円加算） 

ィ） 診療所・クリニック・病院において、1日 50回以上の接種を行った 

場合、1日当たり 100,000円加算。 （※ァ）とは重複しない。） 

 

 

 

 

※国からの通知等により、今後内容を変更する場合があります。変更となる場合は

その都度連絡させていただきます。 
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＜参考＞ 可児市民の接種実績について  （令和４年５月 18日現在）      

  1回目(接種率) 2回目(接種率) 3回目(接種率) 

5～11歳 1,292人 20.5% 1,174人 18.6%     

12歳以上 80,032人 88.1% 79,642人 87.6% 58,422人 64.3% 

うち 65歳以上 27,303人 95.3% 27,230人 95.0% 26,144人 91.2% 

全体 81,324人 83.7% 80,816人 83.2% 58,422人 64.3% 
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市制施行 40周年記念第２弾プレミアムＫマネーの販売について 

 

 市制施行 40 周年を記念して本年３月に応募し、４月に販売したプレミアム率 40％の地域

通貨Ｋマネーについて、対象を市内在住者に限定して再度販売します。 

 

●購入可能数：１人１冊（14,000円分のＫマネーを 10,000円／冊で販売） 

●使 用 期 限：令和４年 12月 31日 

●対   象：市内在住者（第１回目の購入者も申し込み可） 

       ※申込多数の場合は抽選。 

●申 込 期 間：６月１日（水）～６月 24日（金） 

●申 込 方 法：ＷＥＢまたはハガキ 

●引換券発送：７月中旬 

●販 売 期 間：７月 23日（土）～８月 17日（金） 

 

【参考】第１弾の販売状況 

●購入可能数：１人１冊（14,000円分のＫマネーを 10,000円／冊で販売） 

●使 用 期 限：令和４年 12月 31日 

●対   象：市内在住・在勤・在学者 

●申 込 期 間：３月１日（火）～３月 21日（月・祝） 

●申 込 状 況：申込総数 50,538人 

●販 売 期 間：４月８日（金）～４月 28日（木） 

●販 売 状 況：販売総数 50,520冊（5/17時点） 

 

 

問合先 企画部 総合政策課  

担当 水野、野尻（内線 2300、2301） 






